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            午前１０時００分 開会 

○議長（三浦三一君） 現在の出席議員は２１名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 ただいまから平成２２年第１回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

 最初に、組合議会関係について報告いたします。 

 去る１２月２４日吉野川市で徳島県中央広域連合組合議会が開催され、出席いたしまし

た。 

 また、１月５日徳島中央広域連合消防出初め式が行われ、出席いたしました。 

 次に、諸会合について報告いたします。 

 去る１月２日平成２２年阿波市成人式、１月１０日の阿波市消防団出初め式が開催さ

れ、出席いたしました。 

 次に、監査委員からの平成２１年１１月、１２月分の例月現金出納検査及び監査報告書

が提出されております。関係書類を議会事務局に保管してますのでご高覧ください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（三浦三一君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、９番木村松雄君、１０番阿部雅志君

の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（三浦三一君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、２月２日に議会運営委員会が開催されておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 吉田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉田 正君） おはようございます。 
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 議長より指名がありましたので、議会運営委員会の協議結果について報告をいたしま

す。 

 平成２２年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、去る２月２日午前１０時より第

１委員会室において、議会側から三浦議長、出口副議長及び委員７名、理事者側から野崎

市長、三宅副市長、八坂総務部長などの出席のもと、議会運営委員会を開催いたしまし

た。 

 まず、今定例会の会期は、協議の結果、本日から３月２日までの２２日間と決定いたし

ました。なお、議事日程については、既に配付の日割り表のとおりであります。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑の締め切りは、あす２月１０日１２時となっておりま

す。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者の協力をお願いいたします。 

 最後になりましたが、私ごとでございますが、平成２０年４月１４日議会運営委員長に

就任して以来約２年間、議員各位には大変お世話になり、まことにありがとうございまし

た。３月３１日をもって大過なく任務を終えることができますのも議員各位のご協力のお

かげと厚く御礼申し上げます。今後とも議員並び理事者のご健勝をご祈念申し上げまし

て、議会運営委員長報告といたします。ありがとうございました。 

○議長（三浦三一君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から３月２日までの２２日間とすることにご異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦三一君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から３月２日までの２

２日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（三浦三一君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日、平成２２年第１回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはお

忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろは本市の行政

全般にわたり格別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 開会に当たり、市政の重要課題などについてご報告申し上げ、議員各位を初め市民の皆
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様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、平成２２年度当初予算についてであります。 

 長引く不況の影響で景気の低迷が続く中、市税収入が落ち込む一方、社会保障関係事業

費の増加などにより、地方財政を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。また、

国においては政権交代による行財政改革の中、地域のことは地域で決める、地域主権主義

の確立に向けた制度改革の取り組みが進んでおります。 

 このような中、平成２２年度当初予算においては、限られた財源の中で事業の選択と集

中を行い、農業振興や子育て支援、環境施策の推進などの分野で新規事業に取り組むとと

もに、未来世代に希望を与えながら将来負担はできるだけ残さないように配慮し、編成を

行いました。 

 今回の予算は、阿波市が発足して６回目の当初予算であるとともに、私の市長として初

めての当初予算にもなります。現下の諸情勢を踏まえ、市民生活の安心と安全を守るとと

もに、行財政改革を引き続き推進することにより将来にわたって効率的で持続可能な行財

政運営を行ってまいりますので、議員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたした

いと思います。 

 平成２２年度一般会計予算の総額は１７２億３，５００万円であり、前年に比べて予算

額で６億７，８００万円、伸び率で４．１％の増加となっております。また、９件の特別

会計予算につきましては、総額で９０億５，６３５万３，０００円となっております。 

 ２２年度の主な施策といたしましては、本市の基幹産業である農業振興を図るため、新

規事業として阿波ブランド飛躍推進事業に取り組むほか、阿波市観光物産協会設立に向け

ての準備を行いたいと思っています。また、ファミリー・サポート・センター設置準備事

業や病児・病後児保育設置準備事業、久勝学童保育室新築事業などの子育て支援施策に取

り組むほか、美しい環境のまちづくりとして住宅用太陽光発電システム導入補助事業など

も実施いたします。その他、教育施設の早期耐震化を図るため、市場中学校及び土成小学

校の大規模改修と耐震補強工事にも取り組みます。また、新庁舎建設に向けての事業を推

進するとともに、地域交通対策調査研究事業や徳島県地域グリーン・ニューディール戦略

支援事業として防犯灯のＬＥＤ化事業などを推進することといたしております。 

 次に、新庁舎建設についてであります。 

 新庁舎建設につきましては、さきの１２月議会において多くのご意見、ご提言をいただ

いたところでありますが、市民の皆様によりご理解をいただくため、本年１月より職員が
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自治会総会などに出席させていただき、現庁舎が抱える問題点や新庁舎の必要性について

説明させていただいております。今後も引き続きこうした機会をいただいて、市民の皆様

への説明に出向いてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 また、新庁舎建設市民懇話会については、昨日２月８日に第７回懇話会を開催いたしま

して、新庁舎のあり方や新庁舎に取り入れるべき機能などについてのご意見を最終的に取

りまとめていただきました。近々報告書として提出を受けることになりますが、報告書の

内容につきましては、今後の庁舎建設に当たって十分尊重してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、現在策定作業を進めております庁舎建設基本計画につきましては、現庁舎の課題

や新庁舎の必要性、また庁舎整備の基本理念や方針など、新庁舎像を項目ごとに整理し、

市民懇話会より提出された報告書の提言をできる限り計画に反映させるとともに、市民の

皆様の目線に立った庁舎とすることを最優先に考え、策定してまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、庁舎建設予定地につきましては、現在熟慮いたしておるところでございますの

で、決定までもう少しお時間をいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、組織改革についてであります。 

 現在本市の行政組織は、４部４局２７課体制となっております。このうち市長部局につ

いては、総務部、市民部、健康福祉部、産業建設部の４部となっておりますが、来年度に

おいて本市の基幹産業である農業や商工業などの産業分野の充実、活性化と農商工の連携

強化を図るため、現在の産業建設部を産業経済部と建設部に再編成いたしたく、本定例会

に議案を提出させていただいております。 

 組織、機構の見直しについては、庁内で機構改革検討委員会を設置し、検討協議の上、

毎年４月の人事異動にあわせて必要な見直しを行っているところであり、仮称であります

が、庁舎建設室や農業振興室、住宅管理室のような特定課題に対応する課や室の設置も検

討しているところであります。 

 行政需要が多様化し、職員の人員削減が進む中、市民サービスの向上と重点施策への取

り組みを強化し、簡素で効率的な行財政運営を図るため、今後とも状況に応じた柔軟な対

応をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 次に、合併５周年記念事業についてであります。 
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 平成１７年４月１日に本市が誕生して来年度で５周年を迎えることを記念し、市民の一

体感の醸成、市のイメージアップと活性化、あわせて市民の健康増進につなげることを目

的として、本年３月から来年３月にかけて合併記念事業を随時実施いたします。主なるテ

ーマでありますが、「笑顔で健やかに、阿波市さらなる飛躍へ」とし、３月７日にはオー

プニングセレモニーとして阿波・市場両中学校生徒による記念演奏会のほか、本村健太郎

弁護士による消費者行政講演会を開催し、あわせて会場周辺では阿波市の花、木をＰＲす

るためコスモスの種、ケヤキの苗木を無料配布いたします。また、来年度におきまして

は、地場産の食材を使った創作健康料理大会や夏季巡回ラジオ体操とウオーキング大会及

び文化講演会などを記念事業として計画しておりますので、多くの市民の皆様がご参加い

ただけますようご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、各種会合などへの出席について報告をいたします。 

 １月２６日には国土交通省四国地方整備局主催により高松市で開催された平成２１年四

国防災トップセミナーに出席をいたしました。東南海・南海地震が今世紀前半にも高い確

率で発生し、発生した場合には広範囲に及ぶ甚大な被害が予想される中、四国内の市町村

長と四国・東南海・南海地震対策連絡調整会議メンバーが参加し、地震発生時の市町村の

業務継続等について研修と意見交換を行いました。 

 次に、１月２７日には、全国市長会行政委員会及び理事・評議員合同会議に出席をいた

しました。総務省より地域力創造施策の展開や地方公務員制度、また地方財政対策等に関

する諸情勢についての説明がありました。その後、地方交付税の復元、増額など、平成２

２年度の施策及び予算に関する提言、要望についての活動報告があり、子ども手当の地方

負担に反対する緊急決議を行いました。 

 以上、ご報告申し上げ、開会に当たりましてのごあいさつと行政報告とさせていただき

ます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第 １号 平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第６号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第 ２号 平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ４号）について 

  日程第 ６ 議案第 ３号 平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４ 

               号）について 
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  日程第 ７ 議案第 ４号 平成２２年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ８ 議案第 ５号 平成２２年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１０ 議案第 ７号 平成２２年度阿波市老人保健特別会計予算について 

  日程第１１ 議案第 ８号 平成２２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算につい 

               て 

  日程第１２ 議案第 ９号 平成２２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算につ 

               いて 

  日程第１３ 議案第１０号 平成２２年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計予算について 

  日程第１４ 議案第１１号 平成２２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予 

               算について 

  日程第１５ 議案第１２号 平成２２年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１６ 議案第１３号 平成２２年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算に 

               ついて 

  日程第１７ 議案第１４号 平成２２年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１８ 議案第１５号 阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する 

               条例の制定について 

  日程第１９ 議案第１６号 阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい 

               て 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波市行政財産使用料条例の制定について 

  日程第２１ 議案第１８号 阿波市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の 

               一部改正について 

  日程第２２ 議案第１９号 阿波市道路占用料条例の制定について 

  日程第２３ 議案第２０号 阿波市体育施設条例の一部改正について 

  日程第２４ 議案第２１号 阿波市立学校施設使用条例の一部改正について 

  日程第２５ 議案第２２号 阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第２６ 議案第２３号 阿波市ケーブルネットワーク施設の指定管理者の指定に 

               ついて 
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  日程第２７ 議案第２４号 土成地域資源活力工房の指定管理者の指定について 

  日程第２８ 議案第２５号 阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定について 

  日程第２９ 議案第２６号 阿波市立市場図書館及び阿波市立市場歴史民俗資料館の 

               指定管理者の指定について 

  日程第３０ 議案第２７号 阿波市立土成図書館及び阿波市立土成中央公民館の指定 

               管理者の指定について 

  日程第３１ 議案第２８号 阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定について 

  日程第３２ 議案第２９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

  日程第３３ 議案第３０号 阿波市道路線の廃止について 

  日程第３４ 議案第３１号 阿波市道路線の認定について 

○議長（三浦三一君） 日程第４、議案第１号平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第

６号）についてから日程第３４、議案第３１号阿波市道路線の認定についてに至る計３１

件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、補正予算案件３件、当初予算案件１１件、条例案件８

件、その他案件９件の計３１件であります。 

 まず、議案第１号平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第６号）については、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億８，５００万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１９９億２，９９６万１，０００円とするものです。 

 次に、議案第２号平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

ては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，６４１万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億５，２９４万９，０００円とするもの

です。 

 次に、議案第３号平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４号）について

は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１５１万２，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億５，６４１万９，０００円とするもの

です。 
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 次に、議案第４号平成２２年度阿波市一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１７２億３，５００万円とするものです。 

 次に、議案第５号平成２２年度阿波市御所財産区特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，６０２万７，０００円とするものです。 

 次に、議案第６号平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億５，４６４万３，０００円とするものです。 

 次に、議案第７号平成２２年度阿波市老人保健特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２４万円とするものです。 

 次に、議案第８号平成２２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算については、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７，２５５万２，０００円とするものです。 

 次に、議案第９号平成２２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算については、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，２７７万９，０００円とするものです。 

 次に、議案第１０号平成２２年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算につ

いては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１５万円とするものです。 

 次に、議案第１１号平成２２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３５万５，０００円とするものです。 

 次に、議案第１２号平成２２年度阿波市介護保険特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３７億２，６２５万４，０００円とするものです。 

 次に、議案第１３号平成２２年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算については、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３５万３，０００円とするものです。 

 次に、議案第１４号平成２２年度阿波市水道事業会計予算については、収益的収入６億

７，１５６万９，０００円、収益的支出６億２，４４６万円、資本的収入１億５，４８８

万６，０００円、資本的支出３億９，２１１万８，０００円とするものです。 

 次に、議案第１５号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

については、農業や商工業などの産業振興を図るため、市の行政組織のうち産業建設部を

産業経済部と建設部に再編いたしたく条例改正をお願いするものです。 

 次に、議案第１６号阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、国家

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が行われたことに伴い、国に準じた改正を行

うものです。 

 次に、議案第１７号阿波市行政財産使用料条例の制定については、市の行政財産につい
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て使用料を徴収するため、条例制定を行うものです。 

 次に、議案第１８号阿波市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついては、農業集落排水施設の処理区域内住民の方に不利益が生じないよう、農業集落排

水処理区域と合併浄化槽補助区域を区分するため、所要の条例改正を行うものです。 

 次に、議案第１９号阿波市道路占用料条例の制定については、道路法第３９条の規定に

基づき、市道を占有している電話柱や電力柱などに対し占用料を徴収するため、条例制定

を行うものです。 

 次に、議案第２０号阿波市体育施設条例の一部改正については、御所グラウンドを社会

体育施設として追加するため、条例改正を行うものです。 

 次に、議案第２１号阿波市立学校施設使用条例の一部改正については、今年度末に竣工

予定の土成中学校体育館の使用料を変更するため、条例改正を行うものです。 

 次に、議案第２２号阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正については、

土成歴史館１階レクチャールームの一般貸し出し及びレクチャールームと２階会議室の夜

間使用を可能とするため、条例改正を行うものです。 

 次に、議案第２３号阿波市ケーブルネットワーク施設の指定管理者の指定については、

阿波市ケーブルネットワーク施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経

費の削減を図るため新たに指定管理を行うに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議決をお願いするものです。 

 次に、議案第２４号土成地域資源活力工房の指定管理者の指定についてから議案第２８

号阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定についてまでの５議案につきましては、そ

れぞれの施設について現在の指定管理期間が平成２２年３月３１日で終了するため、次期

指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決をお願い

するものです。 

 次に、議案第２９号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、平成２２

年度の事業実施において計画変更をする必要が生じたため、議決をお願いするものです。 

 次に、議案第３０号阿波市道路線の廃止について及び議案第３１号阿波市道路線の認定

については、道路法の規定により議決をお願いするものです。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長等により説明いたしますので、十分ご審議の上ご承認くださいますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
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○議長（三浦三一君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。 

 それでは、お手元に配付しております議案について説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１号平成２１年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について補足説明を

させていただきます。 

 まず、１ページ目でありますが、歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ９億８，５００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１９９億２，９９６万１，０００円とするものであります。 

 ２号として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。 

 次に、繰越明許費でありますが、第２条では、地方自治法第２１３条第１項の規定によ

り、翌年度に繰り越して使用することができる経費は第２表の繰越明許費によるものであ

ります。 

 次に、債務負担行為の補正でありますが、第３条で、債務負担行為の追加は第３表債務

負担行為補正によるものであります。 

 また、地方債の補正で、第４条では、地方債の変更は第４表地方債補正によるものであ

ります。 

 ７ページをお開きください。 

 第２表の繰越明許費でありますが、２款の総務費から１１款の災害復旧費であります

が、一番右に金額を書いてありますが、総額で１３億１，５１６万９，０００円でありま

す。この内訳としまして、地域活性化・経済危機対策臨時交付金関連では１億８，１６０

万円、また同じく地域活性化・きめ細かな臨時交付金関連では３億９，１９７万６，００

０円、それ以外が７億４，１５９万３，０００円であります。これについて繰越明許費を

お願いいたしたいと思います。 

 続いて、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 第３表の債務負担行為補正でありますが、まず追加として、土成地域資源活力工房の指

定管理委託料として、平成２２年度から２４年度まで、限度額が１，０２０万円、阿波市

立阿波図書館等指定管理委託料が２２年度から２４年度までで限度額が２億４，９００万
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円、阿波市ケーブルネットワーク施設指定管理委託料が２２年度から２４年度で６億９，

８２８万円、また徳島中央広域連合本部東署建設負担金として、期間が２２年度から２３

年度までで５億２８８万７，０００円、合計で１４億６，０３６万７，０００円でありま

す。 

 続いて、９ページでありますが、第４表の地方債補正で変更であります。農地債から一

番下にあります公共土木施設災害復旧事業債で、補正前の限度額が６億１，５１０万円、

補正後には６億２，５００万円で、９９０万円の増となっております。 

 続いて、事項別明細については省略をさせていただきます。 

 歳入でありますが、主なものについて説明をさせていただきたいと思います。 

 １６ページ、１７ページであります。 

 一番上にあります市税の中の固定資産税でありますが、補正額が８，６００万円、これ

につきましては現年の課税分と滞納の繰越分を計上させていただいております。また、真

ん中にあります１０款の地方交付税、これにつきましては補正額が８億３，８４２万６，

０００円、普通交付税、特別交付税を計上させていただいております。 

 続いて、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 １４款の国庫支出金、３目の民生費国庫負担金ですが、補正額が６，１４０万６，００

０円の減となっております。この主なものにつきましては、右にあります生活保護費負担

金が６，６１１万８，０００円減となっています。これが主なものとなります。続いて、

その下にあります２目の総務費国庫補助金、補正額が２億７，０５５万２，０００円、こ

れにつきましては今回の国の２次補正によって本市に交付されます地域活性化・きめ細か

な臨時交付金として２億７，０５５万２，０００円を計上させていただいております。 

 続いて、２０ページ、２１ページをお願いします。 

 ２項の国庫補助金で１０目の教育費国庫補助金、補正額が５，３８２万８，０００円で

ありますが、右にありますように地域活性化・公共投資臨時交付金と中学校費補助金で９

２８万７，０００円、安全・安心な学校づくり交付金でありますが、これは土成中の屋内

運動場地震改築と太陽光の補助金であります。 

 続いて、２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 真ん中にあります１８款の繰入金、１項の基金繰入金でありますが、３目の一般廃棄物

中間処理施設対策基金繰入金では補正額が６，３００万円の減、これにつきましては土成

地区で６，５００万円の減、吉野地区で２００万円の増ということで、６，３００万円の
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減となっております。その下の地域福祉基金繰入金、これも６，５００万円の減、土地改

良事業基金繰入金、これも１，４００万円の減となっております。 

 続いて、２６ページ、２７ページをお願いします。 

 ２１款の市債でありますが、８目の土木債では補正額が３，３００万円の増、これは臨

時地方道整備事業債とか合併特例事業債、道路新設改良事業債の借り入れの増でありま

す。９目の消防債では１，４２０万円、これも増となっております。また、１０目の教育

債では２，１８０万円の減でありますが、そこにあります３節の学校教育施設等整備事業

債で１，９８０万円の減が主なものであります。 

 続いて、歳出でありますが、歳出も主なものについて補足説明をさせていただきます。 

 まず、３０ページ、３１ページをお願いいたしたいと思います。 

 ２款の総務費の１４目の庁舎建設費でありますが、補正額２，０４５万円、これにつき

ましては予算をお願いしていたわけですが執行ができなかったということで今回２，０４

５万円減額をさせていただいております。 

 続いて、３４ページ、３５ページをお願いします。 

 ３款の民生費、１目の社会福祉総務費でありますが、補正額が３，６９２万７，０００

円の減。これの主なものについては、国保会計の繰出金３，６８２万７，０００円の減が

主なものであります。 

 次に、３６ページ、３７ページでありますが、上のほうにあります２目の老人医療費、

補正額が１，３０３万２，０００円の減。これにつきましては、後期高齢者医療広域連合

分賦金として１，３０３万２，０００円をお願いいたしております。 

 続いて、３８ページ、３９ページですが、真ん中ほどにあります４項の生活保護費、２

目の扶助費でありますが、補正額が８，８１５万７，０００円の減。これは扶助費の減額

であります。それから、一番下にあります４款の衛生費、３目の乳幼児等医療費でありま

すが、補正額が２，１７９万４，０００円の減。医療費の乳幼児等医療費の減額、それか

ら扶助費の減額が主なものであります。 

 続いて、４０ページ、４１ページですが、一番下にあります２項の清掃費、３目の浄化

槽整備事業費では、補正額が４，３３９万２，０００円の減。これにつきましては、浄化

槽補助金の減ということになります。 

 続いて、４２ページ、４３ページをお願いします。 

 ６款の農林水産業費で１目の農地総務費では、補正額が２，５１２万３，０００円の
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減。この主なものにつきましては、県営土地改良事業負担金の減が主なものとなっており

ます。 

 続いて、４４ページ、４５ページをお願いします。 

 一番上にあります３項の林業費、１目の林業振興費ですが、補正額が１，１７３万８，

０００円。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、きめ細かな臨時交付金事

業費として１，１００万円、工事請負費設計監理委託料ということで、これは林道ヤカエ

線をお願いするものであります。 

 続いて、４６ページ、４７ページをお願いします。 

 ８款の土木費、２項の道路橋梁費ですが、３目の道路新設改良費で補正額が２億９，４

６１万５，０００円。これの主なものにつきましては、きめ細かな臨時交付金事業費とし

て２億８，４０６万５，０００円。これも主なものとして設計監理委託料と工事請負費２

億３，４００万円が主なものとなっております。 

 続いて、４８ページ、４９ページをお願いします。 

 真ん中ほどにあります６目の周辺対策事業費で、補正額が６，４００万円の減。これの

主なものにつきましては、周辺対策事業費６，４００万円の減ですが、これは土成地区の

工事請負費等が主な減のものであります。 

 続いて、５０ページ、５１ページをお願いします。 

 中ほどにあります９款の消防費、１項の消防費ですが、２目の消防施設費で補正額が

２，０５０万円。これにつきましては、きめ細かな臨時交付金事業費として２，０５０万

円。これにつきましては、阿波方面の３分団、５分団の詰所を新しく新築するという予算

であります。その一番下にあります１０款の教育費、２目の事務局費では５，２３８万

８，０００円の増ということで、次のページ、５２ページ、５３ページをお願いします。

上にあります経済危機対策臨時交付金事業費２，３１０万円、これの減となりますが、こ

れにつきましてはコンピューターを導入したわけですが、その請け差の減となります。そ

れから、その下のきめ細かな臨時交付金事業費として７，６４１万１，０００円。これに

つきましては、耐震の実施設計とか一条小の浄化槽、吉野のテニスコートを整備をすると

いうことでお願いをいたしております。 

 続いて、５４ページ、５５ページをお願いします。 

 ３項の中学校費ですが、３目の中学校施設整備事業費では補正額が５，９１０万円の

減。これにつきましては、土成中学校の体育館、太陽光、それから市場中学校整備事業費
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の工事請負費の請け差の分を減額させていただいております。 

 続いて、５６ページ、５７ページお願いします。 

 上にあります５項の社会教育費、１目の社会教育総務費では、補正額が２，３１０万

円。これにつきましては、経済危機対策臨時交付金事業費として２，３１０万円、これは

八幡公民館改修に伴う予算をお願いいたしております。 

 続いて、５８ページ、５９ページをお願いします。 

 一番下にあります１３款の諸支出金、２項の基金費、１目の基金費でありますが、補正

額が１０億７６４万５，０００円。これにつきましては、積立金、財調の積立金、減債基

金の積立金、一般廃棄物中間処理施設の対策基金積立金、これは取り崩しをいたしました

財調基金の積み戻しということで予算をお願いいたしております。 

 続いて、６２ページ、６３ページ、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての

前年度末までの支出額、または支出額の見込み及び当該年度以降の支出額に関する調書と

いうことで、先ほどご説明いたしましたものであります。お目通しをお願いいたしたいと

思います。 

 続いて、６４ページ、一番右にあります当該年度末の現在高の見込み、地方債でありま

すが、１９７億３，４９３万８，０００円を年度末の見込みとして計上させていただいて

おります。 

 以上、走る走るの説明でありますが、ご審議をいただいて可決をいただきますようにお

願い申し上げまして説明といたします。 

○議長（三浦三一君） 次に、笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） おはようございます。補足説明をさせていただきます。よろ

しくお願い申し上げます。 

 議案第２号でございます。 

 議案第２号は、平成２１年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ６，６４１万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億

５，２９４万９，０００円とするものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正におきまして主なものを説明させていただきます。 
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 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、補正額は１，２０７万８，０００円でございます。

４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金１，０５８万円の補正でございます。９款

繰入金、１項一般会計繰入金３，６８２万７，０００円の減額補正でございます。それに

伴いまして、２項基金繰入金３，７００万円の補正でございます。１０款繰越金、１項繰

越金４，３５８万１，０００円の繰り越しの補正でございます。それで、繰越金の見込み

といたしましては８，５０８万６，０００円になります。歳入合計６，６４１万２，００

０円でございます。 

 歳出でございます。 

 主なものは、２款保険給付費、１項療養諸費でございます。４，８８７万６，０００円

でございます。２項高額療養費１，７３６万３，０００円でございます。歳出合計額６，

６４１万２，０００円でございます。 

 議案第２号ご審議賜り、ご承認いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 次に、秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） おはようございます。議案第３号について補足説明をさ

せていただきます。 

 平成２１年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４号）。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１

５１万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３７億５，６４１万９，０

００円とするものでございます。 

 第２条、地方自治法で繰越明許費で第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して

使用できる経費は第２表の繰越明許費による。 

 続きまして、４ページをお願いしたいと思います。 

 第２表の繰越明許費、１款の総務費１項の総務管理費として事業名介護基盤緊急整備等

臨時特例事業補助金として２，６２５万円を繰越明許としてお願いするものでございま

す。これは昨年の政権交代によりまして一時事業がストップしまして、その関係上事業を

保留しておりました。また、事業主のほうの用地取得の関係で翌年度へ繰り越しをさせて

いただくものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 歳出で１０ページ、１１ページの歳入からお願いしたいと思います。 

 県の交付金の５款県支出金、３項県補助金として、県の交付金減額の５４０万円、これ
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に対します介護職員の処遇改善等臨時特例交付金として５４０万円の減額をお願いしてお

ります。これもさきの繰越明許費と同じで減額し、２２年度で再予算で計上させていただ

くようになっております。 

 以上、簡単でございますが、補足の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 暫時休憩いたします。 

            午前１０時５３分 休憩 

            午前１１時１１分 再開 

○議長（三浦三一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第４号平成２２年度阿波市一般会計予算について説明を

させていただきます。 

 まず、歳入歳出予算でありますが、歳入歳出それぞれ１７２億３，５００万円と定める

ものであります。本年度の当初予算の規模につきましては、前年度と比較して６億７，８

００万円増加しております。率にしますと４．１％の増となっております。この要因につ

きましては、子ども手当、それから本年度実施します学校耐震化が増の要因となっており

ます。 

 それでは、歳入を説明いたします。まず、９ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表の地方債でありますが、臨時財政対策債から学校教育施設等整備事業、この合計

が１９億３，４３０万円、起債の方法は証書借り入れ、利率は５％以内、償還の方法につ

きましては借入先の融通条件によるものであります。 

 続いて、１６ページ、１７ページをお願いします。 

 歳入でありますが、ご承知のように長引く景気が低迷ということの影響があるというこ

とでそういった予想をしております。そういったことで、前年度と比べますと市税、個

人、法人、固定資産税含めまして減の歳入の見込みとしております。 

 それから、２２ページ、２３ページをお願いいたします。主な歳入の財源だけ説明をさ

せていただきます。 

 まず、１０款の地方交付税、１目の地方交付税でありますが、本年度予算額は６３億

１，９２０万５，０００円であります。これは昨年度と比べますと増となっております。

この要因につきましては、現下の厳しい地方の状況を踏まえ、２２年度より地域活性化・
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雇用等臨時特例債が創設されました。そういったことで、その増加要素として見込んでお

るものであります。普通交付税であります。 

 続いて、３２ページ、３３ページをお願いします。 

 一番上にあります１４款の国庫支出金、３目の民生費国庫負担金では、本年度１５億

６，６４２万円、前年度と比較しますと３億２８０万８，０００円の増となっております

が、これの主なものにつきましては、社会福祉負担金で３億５，０３８万８，０００円、

児童福祉費負担金５億２，６１３万円。これが今申し上げましたように子ども手当と児童

手当との併合によりかかる負担金の増となっております。それから、生活保護費負担金で

は６億８，９９０万２，０００円となっております。 

 続いて、次のページ、３４ページ、３５ページですが、土木費国庫補助金では１億１，

４８０万円、これにつきましては地域活力基盤創造交付金、またその下にあります教育費

国庫補助金、これが小学校費補助金で１億４，４１４万７，０００円。これは土成小の教

育施設の耐震化に係る予算、それからその下の中学校費補助金１億８，１９８万４，００

０円につきましては、市場中学校の予算であります。 

 続いて、３６、３７ページをお願いします。 

 １５款の県支出金で３目の民生費県負担金では４億９，６２１万７，０００円。これに

つきまして主なものは、社会福祉費負担金で３億７８２万８，０００円、老人福祉費負担

金で１億３４５万５，０００円、その下の３節の児童福祉費負担金で７，８４３万４，０

００円、これが主なものとなっております。 

 続いて、３８、３９ページでありますが、下にあります１５款の県支出金で２目の総務

費県補助金で５２５万円。これにつきましては、徳島県地域グリーン・ニューディール戦

略支援事業補助金として、本年度新しい取り組みとして照明器具、防犯灯ですが、それを

市内１７５カ所をＬＥＤに取りかえるということで、それについての補助金であります。 

 それから、４８、４９ページをお願いします。 

 １８款の繰入金ですが、１項の基金繰入金として財政調整基金繰入金から７目の教育施

設整備基金繰入金で、総額で１１億７，０５０万円、これは基金からの繰入金としての財

源であります。それから、一番下に繰越金ですが、１億２，０００万円見込んでおりま

す。 

 続いて、５４ページ、５５ページをお願いします。 

 ２１款の市債でありますが、２目の総務費から１０目の教育債、総額で１９億３，４３
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０万円本年度に市債として借り入れる予定であります。 

 歳入は以上簡単ですが説明としますが、歳出につきましては、人件費については省略を

させていただいて、新しい事業、本年度の予算として計上させていただいておりますもの

と主な予算について説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、６０ページ、６１ページをお願いします。 

 ２款の総務費でありますが、２目の財産管理費で本年度予算額が８，２６８万５，００

０円。これの主なものでありますが、６１ページの上にあります財産管理費の中で非常勤

職員報酬ということで６００万円計上させていただいております。これにつきましては、

ご承知のように、現在県のＯＢとして防災対策課の中で建築といいますか、そういう専門

の嘱託をお願いしておりますが、今回建築ともう一人土木関係をお願いして、事務的な作

業といいますか、そういったものをスムーズにするということで今回１名、建築と土木と

いうことで２人お願いをして、予算として６００万円計上させていただいております。 

 それから、６６ページ、６７ページをお願いします。 

 ２款総務費、６目の企画費でありますが、本年度予算額が１億５，３７７万６，０００

円、次のページ６７ページでありますが、上のほうにあります地域交通対策調査研究業務

委託料、合併５周年記念イベント業務委託料、本年度新しく事業として予算をお願いして

いるわけですが、この地域交通対策調査研究業務委託料につきましては、いろいろ議員か

らもご提案をいただいております。そういったことで、市内の交通網の現状を調査をし、

市民のニーズに即した交通手段を既存の路線バスの維持及び利便性の向上にあわせてそう

いった調査研究を行っていろいろとこれから調査によって取り組んでいきたいということ

であります。それから、合併５周年の記念イベント業務委託料として３００万円を計上さ

せていただいております。 

 それから、６８ページ、６９ページですが、情報ネットワーク費で本年度予算額２億

７，５７５万１，０００円ということで、７１ページに載っておりますケーブルネットワ

ーク施設指定管理委託料２億３，２７６万円と収納業務の委託料として１，５９２万９，

０００円、これにつきましては上限額の予算であります。 

 それから、７６、７７ページをお願いします。 

 １３目の防犯対策費で２，４６６万円お願いしておりますが、右にあります防犯対策費

で２，４６６万円ですが、まず先ほど歳入でもお話し申し上げましたように、地域グリー

ン・ニューディール戦略支援事業として、新しい取り組みですが、４９１万円をお願いい
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たしております。それから、その下の庁舎建設費で２，０６３万円、これにつきましては

昨年予算が進まなかったということで本年度新しくまた継続して不動産鑑定、事業認定、

造成計画の委託料等の予算２，０６３万円を計上させていただいております。 

 それから、９２ページ、９３ページをお願いします。 

 ３款の民生費、１目の社会福祉総務費では８億１，４０３万６，０００円であります。

次のページをあけてください。９５ページですが、繰出金として４億７，５７７万５，０

００円、これにつきましては国保会計への繰出金として４億７，５７７万５，０００円を

計上させていただいております。それから、その下の障害者福祉費で予算額７億５，８３

１万６，０００円、これも次のページですが、９７ページ、これも主なものとして障害者

自立支援給付費として６億４，５１２万５，０００円、これは扶助費を計上させていただ

いております。 

 続いて、１０４ページ、１０５ページですが、２項の老人福祉費で１目の老人福祉総務

費、一番下ですが、８億８９８万８，０００円、次のページですが、１０７ページ、主な

ものとして扶助費で１億６，９０８万５，０００円、繰出金として５億８，１８８万８，

０００円。この中身につきましては、上のほうにあります入浴助成券交付事業補助金とし

て１，７４６万３，０００円、その中ほどにあります扶助費として、これは長寿祝い金で

すが、３，３９１万１，０００円、それから老人保護措置費として１億３，４４０万円、

介護保険への繰出金として５億８，１８８万８，０００円となります。続いて、その下の

老人医療費では予算額が６億３，９６３万円。これにつきましては、主に後期高齢者医療

広域連合分賦金４億９，７６１万８，０００円、それから繰出金として特別会計への繰出

金で１億３，９２９万６，０００円となっております。 

 続いて、１１２ページ、１１３ページでありますが、３項の児童福祉費ですが、右のほ

うに次世代育成支援対策費として、これは新しい事業の取り組みでありますが、子育て支

援の事業としてファミリー・サポート・センターの設置準備事業として３７万円、それか

ら病児・病後児保育設置準備事業として３４万８，０００円、トータルで７１万８，００

０円予算を計上させていただいております。それから、その下の２目の児童手当費７億

７，５６９万５，０００円、これにつきましては児童・子ども手当費として６億３，０１

２万９，０００円、扶助費が主であります。それから、その下の児童扶養手当費として１

億４，５２６万６，０００円が主なものとなっております。その下の３目の保育所費です

が、７億９，０３８万７，０００円、これは主に職員臨時の賃金等が主な予算となってお
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ります。 

 続いて、１２２、１２３ページをお願いします。 

 ３項の児童福祉費で６目の放課後健全育成事業費として５，４０９万６，０００円であ

りますが、これにつきましては、右にありますように、工事請負費です。主なものにつき

ましては、設計監理委託料１５６万３，０００円、これは久勝学童保育室の新築というこ

とで、これも本年度新しく取り組みたいということで予算をお願いいたしております。 

 それから、１２４ページ、１２５ページをお願いします。 

 ４項の生活保護費で１目の生活保護総務費で２，１４２万９，０００円。これも一番下

のほうにあります備品購入費、これも本年度新しくこういう整備をするわけですが、これ

につきましては生活保護システムのソフトウエア及びハードの導入開始を行いたいという

ことで１，７０７万１，０００円予算を計上させていただいております。それから、その

下の２目の扶助費９億１，９８７万円、これは生活保護費の扶助費として計上をさせてい

ただいております。 

 続いて、１３２、１３３ページをお願いします。 

 ４款衛生費、５目の環境衛生費で予算額が１億８，２０５万４，０００円として、次の

ページお願いします、１３３ページ、上のほうにあります地球温暖化対策事業費として、

この中に住宅用太陽光発電システム導入補助金として今年度に新しく取り組む事業として

予算を２４０万円計上させていただいております。これにつきましては、住宅に太陽光発

電システムを設置した個人を対象に、最大出力１キロワット当たり３万円、上限１０キロ

ワットを補助するということで、新しい取り組みであります。 

 続いて、１３４、１３５ページですが、４款の衛生費、２項の清掃費、１目の清掃総務

費で、予算額が８億６，８３３万円。これの主なものにつきましては、清掃総務費として

７億６，４８７万４，０００円、これは中央広域環境施設組合の負担金、阿北環境整備組

合負担金の予算が主なものとなっております。 

 続いて、１４４、１４５ページをお願いします。 

 ６款の農林水産業費、１項の農業費、この中で新しい事業の取り組みとして、一番上の

ほうにあります農振計画一筆情報一元管理化事業委託料として５５６万円計上させていた

だいております。これにつきましては、旧町でそれぞれ農振地域の整備計画を立てておっ

たわけですが、策定してから１０年経過ということで、この旧４町の計画を一括管理する

ためにこういった整備を行いたいということで、新しく事業として進めていきたいと考え
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ております。それから、一番下にあります阿波ブランド飛躍推進事業として、非常勤職員

報酬ということで３００万円予算をお願いしております。これは農業専門員のスタッフ１

名を雇用いたしたいということで、今回計上をさせていただいております。 

 それから、１５４ページ、１５５ページをお願いします。 

 ７款の商工費でありますが、一番下にあります２目の観光費で予算額が１，４４０万

９，０００円。これの中でありますが、右にあります消耗品費の中に８２万円、これも本

年度新しく取り組む事業でありますが、市の観光協会の設立準備として、設立に向けての

検討会を開催するということで、一応会議費をこの中に、会議費用として予算を計上をさ

せていただいております。 

 それから、１５８、１５９ページをお願いします。 

 ７款の商工費で、５目の道の駅管理費で６５４万２，０００円。これは主に活力工房指

定管理の委託料で３４０万円、その下の温泉センター費ですが、１，７１７万８，０００

円、これも同じように土柱と金清の指定管理料１，７１７万８，０００円であります。 

 それから、１６４ページ、１６５ページですが、８款の土木費で４目の地方道整備事業

費で２億２，６４５万５，０００円。これにつきましては、主に地方道整備事業費とし

て、次のページにあります、１６７ページですが、上のほうにあります設計監理の委託料

とか工事請負費が主な予算となっております。それから、その下のほうに６目の周辺対策

事業費として３億８５０万円でありますが、これも同じように設計監理とか工事請負費、

公有財産の購入費と、そういった予算が主なものであります。 

 それから続いて、１７０、１７１ページですが、１７１ページの真ん中ほどに住宅管理

費でありますが、市営住宅ストック活用計画策定業務委託料として、これも本年度新しい

取り組みでいくわけですが、市営住宅の中・長期的な活用計画を策定して効率的な住宅管

理と運営を図っていきたいということで、こういった計画を立てて運営を図っていきたい

ということで予算をお願いいたしているところであります。 

 続いて、１７２、１７３ページですが、９款の消防費、１目の非常備消防費で予算が６

億９９２万８，０００円であります。これの主なものにつきましては、右にありますよう

に、徳島中央広域連合への分賦金として５億５，７４８万６，０００円が主な予算であり

ます。 

 続いて、１７５ページでありますが、２目の消防施設費の中で、上のほうにあります工

事請負費１，０００万円ありますが、これにつきましては旧の阿波町役場の庁舎のそばに
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消防の５分団の詰所があるわけですが、それを解体して新しく旧の法務局跡に建設をする

ということで１，０００万円予算をお願いいたしているところであります。 

 続いて、１９０、１９１ページをお願いします。 

 １０款の教育費で２目の教育振興費、真ん中でありますが、右のページ、１９１ペー

ジ、小学校教育振興費ということで、これも本年度新しく取り組む事業でありますが、報

奨金として歯科衛生士の謝礼として予算をお願いしております。これは今本市が進めてお

りますが、歯科保健指導の拡充ということで、小・中学校すべてにこういった指導の拡充

ということで予算として１２３万円計上させていただいております。この１２３万円の予

算につきましては、それぞれ小・中学校ごとの振興費に含めて予算を計上させていただい

ております。 

 １９４、１９５ページをお願いします。 

 下のほうにあります３目の小学校施設整備事業費として２億９，８８４万５，０００

円。これは土成小学校施設の整備事業費として予算を計上させていただいております。 

 ２０２ページ、２０３ページをお願いします。 

 ３項の中学校費ですが、３目の中学校施設整備事業費で４億９，７３０万９，０００

円。これにつきましては市場中学校の施設整備事業費として予算をお願いいたしていると

ころであります。 

 ずっと飛びまして、２３６ページ、２３７ページをお願いいたします。 

 １２款の公債費、１項の公債費でありますが、本年度の元金の支払いが１９億９６７万

円、利子の支払いが３億２，７００万３，０００円となっております。 

 続いて、次のページですが、２３８ページ、２３９ページ。 

 １３款の諸支出金で１目の基金費でありますが、予算額が６億２，１６８万４，０００

円。これにつきましては、２３９ページにも載っておりますように、それぞれ積立金の利

子が主なものでありますが、その中でまちづくり振興基金積立金として５億４０６万４，

０００円、それから庁舎建設基金積立金として１億２５万２，０００円をお願いいたして

おります。 

 ２４２、２４３ページは給与費の明細書で、また後で目をお通ししていただけたらと思

います。 

 それから、２４８、２４９ページ、これは債務負担行為でありますが、限度額の総額が

４０億２，７３６万７，０００円であります。 
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 最終のページ、２５０ページですが、これは地方債の現在高の見込みということで、左

から２筋目にあります前年度末の現在高見込み額として１９５億９，５５３万９，０００

円を見込んでおります。 

 以上、走る走るですが、補足説明とさせていただきます。ご審議をいただいて可決いた

だきますようにお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 続いて、議案第５号平成２２年度阿波市御所財産区特別会計

予算ということでご説明をいたします。 

 平成２２年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１，６０２万７，０００円と定めるものであり

ます。 

 この財産区の特別会計につきましては、歳入の主なものにつきましては、土地の貸付

料、ゴルフ場でありますが、それと繰越金が歳入の主な財源となります。 

 歳出につきましては、山林の維持管理料として森林組合等にお願いをして間伐とか伐採

とか、そういった事業が主なものであります。また、予算書ごらんいただけたらと思いま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） それでは、議案第６号から議案第１１号まで、市民部所管で

ございますので順次補足説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 議案第６号は、平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計予算でございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４６億５，４６４万

３，０００円と定めるところでございます。 

 それでは、事項別明細書で説明をさせていただきます。９ページをお開きください。 

 主なものを読み上げさせていただきます。 

 歳入歳出予算事項別明細書。１の総括歳入のところでございます。 

 １款国民健康保険税７億５，３００万３，０００円でございます。３款国庫支出金１３

億５，７０７万２，０００円でございます。４款療養給付費交付金２億４，０９９万円で

ございます。５款前期高齢者交付金７億５，０４２万円でございます。６款県支出金２億

７４４万４，０００円でございます。７款共同事業交付金８億３，０１５万３，０００円
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でございます。９款繰入金４億７，５７７万５，０００円でございます。１０款繰越金

３，６００万円でございます。歳入合計４６億５，４６４万３，０００円でございます。

前年度対比で１，８９１万１，０００円の減になっております。 

 それでは、次のページをお開きください。歳出でございます。 

 １款総務費８，５０５万円でございます。２款保険給付費３０億４，３２６万１，００

０円でございます。これが医療費に当たる部分でございます。医療諸費と高額医療費がこ

こに含まれます。３款後期高齢者支援金４億３，３８４万８，０００円でございます。６

款介護納付金２億１，０７７万９，０００円でございます。７款共同事業拠出金８億３，

０１５万６，０００円でございます。８款保健事業費３，８４０万８，０００円でござい

ます。歳出合計４６億５，４６４万３，０００円でございます。歳入歳出同額でございま

す。 

 続きまして、議案第７号をお開きください。次のカラーの表紙がついているところまで

飛んでいただきたいと思います。 

 議案第７号は、平成２２年度阿波市老人保健特別会計予算でございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２４万円と定めるもの

でございます。 

 事項別明細書をお開きください。７ページでございます、お願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

 歳入の部でございます。１款支払基金交付金１２万１，０００円でございます。前年度

の１割を見込んでおります。２款の国庫支出金７万５，０００円でございます。歳入合計

が２４万円でございます。 

 それから、８ページをお開きください、歳出でございます。 

 １款の医療諸費２３万６，０００円でございます。前年比の大体１割ぐらいを見込んで

おります。この老人保健特別会計は、次の後期高齢者医療制度へ移行しております。それ

で、精算すべき医療費が残っておるということを予想しましての予算でございます。前年

度の大体１割ぐらいを見込んで組んでおります。 

 それでは、議案第８号は、次の仕切りのところまでお開きください。 

 議案第８号は、平成２２年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億７，２５５万２，

０００円と定めるものでございます。 
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 事項別明細書よりご説明させていただきます。７ページをお開きください。 

 ７ページ、歳入歳出予算事項別明細書、歳入の部でございます。主なものは、１款後期

高齢者医療保険料３億３，２４１万９，０００円でございます。４款の繰入金１億３，９

２７万６，０００円でございます。歳入の合計が４億７，２５５万２，０００円でござい

ます。 

 次のページをお開きください。８ページ、歳出になっております。 

 歳出の主なものは、２款の後期高齢者医療広域連合納付金といたしまして本年度予算４

億７，１６９万９，０００円でございます。県の連合会のところで会計を持って、そこへ

納付金をして支払っていくというふうになっておりますので、こういう形の予算になりま

す。 

 次の仕切りまで飛んでいただきたいと思います。 

 議案第９号は、平成２２年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算でございます。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億７，２７７万９，

０００円と定めるものでございます。 

 事項別明細書で説明をさせていただきます。７ページをお開きください。 

 ７ページ、歳入歳出予算事項別明細書、歳入の部でございます。主なものを朗読させて

いただきます。 

 本年度予算額の１款分担金２８０万円でございます。２款使用料及び手数料１，２７７

万２，０００円でございます。３款国庫支出金２，７０７万円でございます。４款繰入金

１億２１３万６，０００円でございます。７款市債が２，７００万円でございます。歳入

合計１億７，２７７万９，０００円でございます。 

 次の８ページをお開きください。歳出の部でございます。 

 本年度予算、２款事業費９，６６２万７，０００円でございます。前年より４，９８９

万３，０００円の増でございます。このことにつきましては、農業集落排水資源循環統合

事業費として計上させていただいております。これは梅雨の時期のマンホール等の水への

浸入を防止するための工事を計画させていただいております。３款公債費７，４３４万

１，０００円でございます。これは例年のとおりでございます。歳出合計１億７，２７７

万９，０００円でございます。 

 続きまして、次の仕切りまでお開きください。 

 議案第１０号は、平成２２年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算でござ
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います。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１５万円と定めると

ころでございます。 

 事項別明細書で説明をさせていただきます。７ページをお開きください。 

 歳入の部、繰入金で１１５万円でございます。 

 歳出、８ページをお開きください。これは公債費でございます。本年度予算として同額

の１１５万円を計上させていただきます。これは起債の償還でございます。平成２４年度

まで起債の償還がございます。 

 それでは、次の仕切りのところまでお開きください。 

 議案第１１号は、平成２２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算でございま

す。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９３５万５，０００円

と定めるものでございます。 

 ７ページの事項別明細書をお開きいただきたいと思います。 

 歳入歳出予算事項別明細書、歳入の部でございます。１款県支出金１４７万８，０００

円でございます。２款諸収入７４０万７，０００円でございます。歳入合計９３５万５，

０００円でございます。前年度より１７３万５，０００円の減でございます。 

 ８ページをお開きください。 

 歳出の部、主なものといたしましては、２款公債費でございます。本年度予算８８３万

７，０００円でございます。公債費の起債の償還がだんだん少なくなっておりまして、１

６８万７，０００円の減額でございます。歳出合計９３５万５，０００円、歳入と同額で

ございます。 

 以上、議案第６号から議案第１１号、ご審議賜りましてご承認、ご決議賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 続きまして、議案第１２号平成２２年度阿波市介護保険

特別会計予算について説明させていただきます。 

 歳入歳出の総額を３７億２，６２５万４，０００円と定めるものでございます。第２条

の一部借入金の限度額を２億円とお願いしたいところでございます。 

 続きまして、事項別明細書でご説明させていただきます。９ページをお願いしたいと思
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います。 

 歳入歳出予算の事項別明細書、１款の介護保険料として本年度予算額５億７，７３７万

５，０００円。３款の国庫支出金として９億４，０５５万５，０００円と定めるものでご

ざいます。４款の支払基金交付金として１０億６，００６万４，０００円でございます。

５款の県支出金として５億２，８５４万９，０００円。繰入金として６億１，８２６万円

とお願いするものでございます。歳入合計が３７億２，６２５万４，０００円、前年度対

比として１．５３％の伸び率となっております。 

 続きまして、１０ページ、１１ページをお願いしたいと思います。 

 歳出の部でございます。２款の保険給付費として、本年度予算額３５億２，２６２万

９，０００円、これは全体の９４％が給付費でございます。５款の地域支援事業費として

５，５２７万９，０００円お願いするものでございます。歳出合計３７億２，６２５万

４，０００円となっております。 

 介護保険につきましては、今の見込みでは認定保険者が約２，５００名ございます。そ

の方々がそれぞれの施設サービス、介護サービス等を利用するための予算を組んでおりま

す。１人平均介護認定の中でしております全体の予算からでは、１４０万円程度一人頭か

かるような感じになっております。 

 以上、ご決議の上よろしくお願いします。 

○議長（三浦三一君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） 議案第１３号平成２２年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会

計予算について補足説明させていただきます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３３５万３，０００円と定めるもので

ございます。 

 ７ページをお願いします。事項別明細書で説明させていただきます。 

 歳入につきましては、２款使用料及び手数料１９６万１，０００円、主に水道料金でご

ざいます。４款繰入金１１０万円、５款繰越金２８万４，０００円。歳入合計につきまし

ては３３５万３，０００円でございます。 

 次のページをお願いします。 

 歳出でございますが、１款総務費５２万９，０００円、２款施設費２８１万４，０００

円、主に光熱水費、修繕費等でございます。４款予備費１万円でございます。歳出合計３

３５万３，０００円でございます。 
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 次に、議案第１４号阿波市水道事業会計予算について説明させていただきます。 

 １ページをお願いします。 

 第１条、平成２２年度阿波市水道事業会計の予算は次に定めるものでございます。 

 第２条、業務の予定量につきましては、給水戸数が１万４，２３５戸、年間総給水量４

９５万９，０７６立方メートル、１日平均給水量が１万３，５８６立方メートル、主要な

建設改良事業につきましては取水施設事業で２億３，５８７万円と定めるものでございま

す。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入で水道事業収益が６億７，

１５６万９，０００円。内訳といたしまして、営業収益６億５，９６４万９，０００円、

営業外収益１，１９１万９，０００円、特別利益１，０００円でございます。支出につき

ましては、第１款水道事業費用が６億２，４４６万円。内訳につきましては、営業費用で

５億３，２７１万円、営業外費用が６，６７５万円、特別損失１，０００万円、予備費

１，５００万円でございます。 

 第４条、資本的収入及び支出につきましては、収入で第１款資本的収入１億５，４８８

万６，０００円。その内訳につきましては、第１項出資金が２０８万６，０００円、第２

項工事負担金２８０万円、第３項企業債１億５，０００万円。次に、支出につきまして

は、第１款資本的支出３億９，２１１万８，０００円。内訳につきましては、建設改良費

が２億４，３１７万２，０００円、企業債償還金が１億４，８９４万６，０００円でござ

います。 

 ２ページをお願いします。 

 継続費、第５条でございますが、市場水源開発に伴う施設整備として総額で４億７，６

０３万円を定めるものでございます。内訳につきましては、平成２２年度に２億３，５８

７万円、平成２３年度に２億４，０１６万円と定めるものでございます。 

 第６条、企業債につきましては、借入限度額を１億５，０００万円と定めるものでござ

います。 

 第７条、議会の議決を得なければ流用することのできない経費を職員給与費９，７８０

万４，０００円と定めるものでございます。 

 第８条につきましては、他会計からの補助を受ける金額は１，５３６万６，０００円と

定めるものでございます。 

 第９条では、棚卸資産購入限度額は１，０００万円と定めるものでございます。 
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 以上で補足説明を終わらせていただきます。ご審議の上ご承認くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第１５号阿波市行政組織の再編成に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定についてでありますが、阿波市の行政組織のうち産業建設部を産業経

済部と建設部に再編することで、市長部局を４部から５部体制にいたしたいと考えており

ます。 

 続いて、第２条では阿波市職員倫理条例の一部改正ということで、産業建設部長を産業

経済部長と建設部長に改正するものであります。施行日等につきましては、平成２２年４

月１日から施行となります。 

 続いて、議案第１６号阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであり

ますが、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が行われました。これに伴いま

して、国に準じた改正を行うものであります。 

 主な改正内容につきましては、育児短時間勤務職員について、月６０時間を超える超過

勤務に係る時間外勤務手当の支給に関し、給与条例の規定の適用について読みかえを行う

ものであります。この給与条例の規定の範囲の適用につきましては、育児休業条例第１６

条にて読みかえられています。また、一般職員ですが、一般職員が月６０時間を超えた場

合の時間外手当でありますが、平日でありますと１００分の１２５から１００分の１５

０、これに対して育児短時間勤務職員については、１日の勤務時間が７時間４５分に達す

るまでの間は平日では１００分の１００から１００分の１５０に読みかえる。また、平日

の夜間では１００分の１５０から１００分の１７５ということです。また、育児短時間勤

務職員については、１日の勤務時間が７時間４５分に達するまでの間は平日では１００分

の１２５から１００分の１７５に読みかえるものです。また、超勤の代休時間として取得

した場合は支給割合の切り上げ差額分を支給しないということであります。この施行日等

につきましても２２年４月１日から施行ということになります。 

 続いて、議案第１７号阿波市行政財産使用料条例の制定についてでありますが、行政財

産であります市有地、田、畑、宅地、山林等でありますが、これに立っている四国電力電

力柱が６２０本、それからＮＴＴ柱４５１本、この所有の電柱使用料は現在無償で許可を

しておりましたが、今回この条例を制定することによって約１５０万円ぐらいの収入が毎

年安定的に見込まれ、市としての新たな財源確保につながると思っております。現在立っ
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ておる本数でありますが、宅地が９３４本、山林で２３本、その他ということで１１４本

立っている現状であります。 

 以上、簡単ですが補足説明といたします。ご審議の上可決いただきますようにお願いい

たします。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 引き続きまして、議案第１８号の補足説明をさせていただき

ます。 

 議案第１８号は、阿波市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いてでございます。 

 下のほうのどういうふうに改正するかということでございますが、別表第１を次のよう

に改める。別表第１、（第３条関係）でございます。施設の名称等で、施設の名称は一条

西地区農業集落排水施設と柿原東地区農業集落排水施設の右の一覧表の一番右の処理区域

のところで変更をさせていただいております。すべての字についての一部を変更させて改

正させていただこうと思っております。 

 この改正理由でございますが、農業集落排水区域内の住民に不利益を生じさせないため

に農業集落排水処理区域と合併浄化槽補助区域を区分、分けるためのそのための字などの

一部ということを入れさせていただく改正でございます。 

 附則、この条例は平成２２年４月１日から施行するということで、ご審議賜りましてご

承認いただき、ご決議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 議案第１９号についてご説明を申し上げます。阿波市道

路占用料条例の制定についてでございます。 

 阿波市道路占用料条例を次のように定めるとさせていただいております。この条例につ

きましては、阿波市内の道路に建設がされている電話柱、また地下管路を含みますけれど

も、及び電力柱についての占用料を徴収する条例でございます。 

 第１条で目的といたしまして、この条例は道路法第３９条の規定に基づき徴収する占用

料の額及び徴収方法に関して定めることを目的とするというふうなことでございます。こ

の３９条につきましては、道路管理者は道路の占用について占用料を徴収できるというふ

うな規定でございます。 

 第２条で占用料の徴収について規定をさせていただいております。 
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 第３条によりまして、占用料の額というふうなことで、額につきましては占用料の額は

別表の占用料の欄に定める金額というふうなことで別表で定めさせていただいておりま

す。 

 第４条といたしまして、占用料の徴収方法というふうなことで規定をさせていただいて

おります。第４条、３行目でございます、当該占用の許可または同意をした日、それから

下から４行目、この条の４行目になりますけれども、１カ月以内に一括して徴収するもの

とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占

用料は毎年度当該年度分を４月３０日までに徴収するものとすると規定をさせていただい

ております。 

 そして、第５条では、不還付というふうなことで、既納の占用料は還付しない。ただ

し、市長において特別の理由があると認めたときはこの限りでないというふうにさせてい

ただいております。 

 この条例は平成２２年４月１日から施行するといたしております。 

 次のページでございます。第３条関係の占用料の表でございます。 

 以上、簡単でございますけれども説明とさせていただきます。ご審議を賜りましてご承

認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（三浦三一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） 議案第２０号阿波市体育施設条例の一部改正について補足説

明を申し上げます。 

 改正内容につきましては、別表第１及び別表第２に御所グラウンドを加えるものでござ

います。このグラウンドにつきましては、御所小学校のグラウンドとして使用しておりま

したが、小学校のグラウンドが完成をいたしました。そのために社会体育施設として使用

するために条例改正を行うものです。施行日につきましては平成２２年４月１日といたし

ております。 

 次に、議案第２１号阿波市立学校施設使用条例の一部改正についてでございますが、改

正内容につきましては、土成中学校体育館が本年３月末に完成をいたしますので、同程度

の施設規模でございます阿波中学校体育館、吉野中学校体育館と同じ使用料とするため改

正を行うものでございます。施行日につきましては平成２２年４月１日といたしておりま

す。 

 次に、議案第２２号阿波市立歴史館設置及び管理に関する条例の一部改正についてでご
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ざいますが、改正内容は使用者の利便性向上を図るため、土成歴史館１階レクチャールー

ムの使用及びレクチャールーム２階会議室の夜間使用を可能とするため、使用料の不還

付、使用の許可、使用の制限、使用目的の変更及び権利譲渡、特別の整備等の承認、使用

許可の取り消し等の６条を新たに追加をいたしまして、別表の使用料を改正を行うもので

ございます。施行日につきましては平成２２年４月１日といたしております。 

 ご審議の上ご決議くださいますようお願い申し上げまして、補足説明といたします。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第２３号阿波市ケーブルネットワーク施設の指定管理者

の指定について。 

 阿波市ケーブルネットワーク施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と

経費の節減等を図ることを目的として、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求めるものであります。 

 施設の名称、阿波市ケーブルネットワーク、指定管理者、住所徳島市かちどき橋２丁目

２９－１、法人名富士通ネットワークソリューションズ株式会社徳島営業所、代表者徳島

営業所長田村隆彦、指定の期間は平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの３

年間、指定管理料は年間２億１，５２５万円となります。 

 以上、簡単ですが補足説明とさせていただきます。ご審議の上決議いただきますように

よろしくお願いします。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 議案第２４号について補足説明をさせていただきます。 

 土成地域資源活力工房の指定管理者の指定についてでございます。 

 どなり道の駅の中の土成地域資源活力工房の指定管理期間が平成２２年３月３１日で終

了いたします。それに伴いまして、次期の指定管理者の指定について議会の議決を求める

ものでございます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により次のとおり公の施設の

指定管理者を指定するといたしております。 

 １、施設の名称、土成地域資源活力工房。指定管理者、阿波市吉野町西条字井ノ元１６

２番地、株式会社イナイ、代表取締役稲井修。３、指定の期間、平成２２年４月１日から

平成２５年３月３１日までとさせていただいております。 

 ご審議を賜りましてご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（三浦三一君） 森口教育次長。 
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○教育次長（森口純司君） 議案第２５号阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定につい

てから議案第２８号阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定についてまでの４つの議

案につきまして一括して補足説明をさせていただきます。 

 市内４つの図書館の指定管理期間が平成２２年３月３１日で終了いたしますので、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者を指定する議会の議決

を求めるものでございます。 

 施設の名称、４館同時に読み上げをさせていただきます。阿波市立阿波図書館、阿波市

立市場図書館及び阿波市立市場歴史民俗資料館、阿波市立土成図書館及び阿波市立土成中

央公民館、阿波市立吉野笠井図書館。指定管理者、東京都文京区大塚３丁目４番７号、株

式会社図書館流通センター、代表取締役谷一文子。指定の期間、平成２２年４月１日から

平成２５年３月３１日までの３年間でございます。なお、指定管理料につきましては年

８，３００万円でございます。 

 ご審議の上、ご決議くださいますようお願い申し上げまして、補足説明といたします。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、議案第２９号から議案第３１号までの説明を

させていただきたいと思います。 

 まず初めに、議案第２９号でございます、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更

についてでございます。 

 阿波市辺地に係る公共的施設の総合整備計画について、別紙のとおり変更したいので、

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第５項

の規定により議会の議決を求めますというふうなことでございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。 

 伊沢谷辺地の総合計画についてでございます。伊沢谷辺地の総合計画につきましては、

平成２０年度から平成２２年度について計画がされております。それで、この計画につき

ましては、平成１９年１２月議会でご決議をいただいておりますが、その後２年間事業を

進めてまいりました。その中で一部変更の必要が生じましたので、今回変更をお願いいた

しているというふうなことでございます。 

 この計画書の中で３番目、公共的施設の整備計画というようなことがございます。この

中で説明をさせていただきたいと思います。 

 施設名というようなことで事業の名称でございますが、一ノ瀬引地線改良舗装工事につ
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きまして、１，２００メートルで計画をいたしております。当初７，０００万円で計画を

いたしておりましたが、変更して９，０００万円に変更させていただきたいと思います。

立割１号線につきましては６００メートルで計画をいたしております。事業費はそのまま

７，０００万円でお願いをいたしたいと思います。井出口大久保線につきましては６００

メートルで計画をいたしておりますが、事業費を５，０００万円から３，０００万円に変

更させていただきたいと思っております。３路線の合計につきましては１億９，０００万

円というふうなことで、これについては変更がございません。 

 以上、説明とさせていただきたいと思います。 

 続きまして、議案第３０号について説明をさせていただきます。 

 阿波市道路線の廃止についてでございます。 

 道路法第１０条第３項の規定により、別添のとおり阿波市道路線の廃止について議決を

求めますというふうなことでございます。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。 

 今回廃止をお願いする路線の一覧表でございます。市場町の２路線でございます。１番

目が、東原東西２号線、これにつきましては切幡の圃場整備の中の道路でございまして、

圃場整備のときにつけかえをした分で廃止ができていなかったということでございます。

２番目、岸ノ下北香美東西線、これにつきましても市場町の市場で土地開発の事業がござ

いましたが、そのときにつけかえをいたしておりますが廃止ができていなかったというよ

うなことで今回廃止をさせていただきたいと思っております。 

 続きまして、議案第３１号についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 阿波市道路線の認定についてでございます。道路法第８条第２項の規定によりまして、

別添のとおり阿波市道路線の認定について議決を求めますというふうなことでございま

す。 

 合併後平成１９年度と２０年度の２年間をかけて実は道路台帳の整備を行いました。そ

れで、今回の道路線の認定につきましては、平成１８年度、平成１９年度、平成２０年度

の３カ年によります道路の新設改良工事分及び平成１９年度、２０年度で実施した道路台

帳の整備によりますところの修正分について認定をしていただくというふうなことでござ

います。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。 

 認定路線の一覧表というふうなことで記載をさせていただいております。まず、阿波町
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につきましては、梅ノ木原９号線から松川内線まで１３路線について今回認定をお願いを

いたしております。市場町につきましては、観音東原線から、次のページ、野神吉友２号

線まで２５路線について今回認定をお願いをいたしております。土成町につきましては、

金蔵宝田線から次のページの西ノ宮７号線まで４１路線について今回路線の認定をお願い

をいたしております。また、吉野町につきましては、シノ原８号線から井ノ元１２号線ま

での８路線について認定のお願いをいたしております。その後に各路線の位置図というふ

うなことで添付をさせていただいております。 

 以上、ご審議をいただきましてご承認賜りますようよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（三浦三一君） 説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、１７日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後０時１９分 散会 

 


